
2 款 1 項 7 目

19 年度 設定なし

- -
- - - - - - - -
- - - - - -

実施スケジュール
項目 26年度以前 27年度 28年度 29年度 30年度 31年度 32年度以降

15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 75,000

向こう5年間の直接事業費の推移

年度
28年度 29年度 30年度 31年度 32年度 5年間の実績

地域おこし協力隊交流会への参加 回 3 3 1 4
担当者打合せ会 回 2 4 1 2
勉強会（説明会） 回 1 3 0 3

項目 単位 26年度実績 27年度予定 9月末の実績 27年度実績

一般財源 15,056 17,240 7,630 15,800

事業活動の実績（活動指標）

財源内訳 地方債 0 0 0 0
その他 0 0 0 0

0
県支出金 0 0 0 0

人件費 1,590 4,021 1,608 4,021
国庫支出金 0 0 0

8,042
補助事業人件費 0 0 0 0

人件費
内訳

人工数 0.20 0.50 0.20 0.50
人件費単価 7,954 8,042 8,042

4,021
合計 0 17,240 7,630 15,800

事業費
直接事業費 13,465 13,219 6,022 11,779
人件費 1,591 4,021 1,608

改善策の
具体的

取り組み

地域おこし協力隊の採用について、定住及び自立の可能性を重視する。

事業費及び財源内訳
項　　　目 26年度決算 27年度予算 9月末の執行状況 27年度決算

事業の目的

市民が主体となって地域課題、地域要請の解決及び地域づくりを地域自らの選択と責任において実施するこ
とで、市民と行政の協働を確実なものとして、安全で快適な魅力ある自立した地域づくりを実現するため

事業の内容

市民に「住民自治」「協働」「参画」を啓発し、市民の自発的及び主体的な取組みに対し、人的・財政的支援を
行う。当面、住民自治組織の結成に向けた住民説明及び設立支援を行う。また、都会からの外部人材として、
人件費・活動費が特別交付税の対象となる「地域おこし協力隊」を導入し、地域活性化を図るとともに、住民自
治に対する住民の意識醸成を図る。

改善策の
具体的

取り組み
（当初）

住民自治の意識醸成が図れていないため、「地方創生」の新たな政策推進の中で、移住・定住促進等と絡め
た取り組みを進める。

事業の対象 市民

根拠法令等
伊予市自治基本条例、住民自治活動支援規則及び同活動支援補助金交付要綱

予算科目

総合計画での位置付け
参画と協働の郷(くに)づくり
住民自治の推進

事業の性格 内部管理事務
実施期間 【開始年度】 平成 【開始年度】

所管課情報 担当課： 総務企画課 電話番号（内線）：

平成27年度事務事業評価シート
該当事業（評価対象外事業は基本情報のみ記載）

一般事務 公共建設事業 評価対象外事業

650
記入者情報 所属長： 坪内 圭也 担当責任者： 高橋 洋司

事務事業名 住民自治推進事業



5二次評価
（所属部長）

以下の点について外部評価が必要と判断し、行政評価委員会に諮る。

意見、課題

行政評価委員会抽出事業
（二次評価者コメント）
本市が当初中山・双海地区において重点的に設立を目指した住民自治組織は、一向に成果が上げられ
ず現在に至っている。今後は、組織の設立にこだわらず、自主的な住民活動事業に対する支援の在り方
を検討すべきと考える。

課題認識

住民自治の意識醸成が図れていないため、「地方創生」の新たな政策推進の中で、移住・定住促進等と
絡めた取り組みを進める必要がある。

二次評価

B成果向上の可能性 3
施策への貢献度 4

効率性
手段の最適性 2

Cコスト効率

課題認識

新たな住民自治組織の認定に向けた取り組みを行う余力が全く無い状態で、地域おこし協力隊の活動に
よる、地域活性化に期待するのみであった。「住民自治」「協働」「参画」は本市が掲げる地域づくりの根幹
となるものであり、もっと積極的に関与できる組織体制が必要である。

一次評価

一次評価
（所属長）

妥当性
目的の妥当性 5

A

3
受益者負担の適正 3

施策への貢献度 4

市民ニーズへの対応 5
市の関与の妥当性 5

有効性
事業の効果 4

自己評価

自己評価
（担当責任者）

妥当性
目的の妥当性 5

A市民ニーズへの対応 5
市の関与の妥当性 5

効率性
手段の最適性 2

Cコスト効率 3
受益者負担の適正 3

有効性
事業の効果 4

B成果向上の可能性 3

目　　標 1 1 1 1
実　　績 0 0 0 0

成果指標

成果指標
新たな住民自治組織の認定数

指標設定の
考え方

「住民自治活動支援規則」に規定する住民自治組織が住民自治推進の基礎組織に位置付けられることから、
当面の間、住民自治組織数の拡大を本事業の指標とする。

区分年度 26年度 27年度 28年度 目標29年度



2
経営者会議の最終判断

事業の方向性
現状のまま継続する。

意見、課題

行政評価委員会の答申

外部評価
（行政評価委員会）

・事業内容は分かるものの、勉強会や担当者打合せ会など事業自体がぼんやりし過ぎている。
・積極的に関与できる組織体制が必要であるというのであれば、具体的に事業の目的を推進する組織を
作ったほうが良い。
・住民自治組織は200人以上の市民で構成するとあるが、もう少し小さい範囲ですべきである。
・職員が地域に入っていかないと地域は動かない。次の担い手をどうするのか、調査研究をきちんとやっ
ていただきたい。
・そもそも目標やビジョンがないと計画もできないし、お願いする情熱も湧かない。
・地域おこし協力隊に少なくないお金をかけるなら、もう少し目に見えた成果があってもいい。
・地域おこし協力隊の定住は隊員ご自身の問題でしかない。将来につながるものがないと協力隊の存在
理由が薄くなる。


